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発刊 にあた って

,

日本の 「てんかん制圧運動」は、1973年 の6・7の 両月、2っ の病院の待

合室で相次いで誕生した、小さなグループを母体にしています。この2団 体

は、3年 半後の1976年10月 に統合 され、日本てんかん協会(別 名/波 の会)

となり、国際障害者年の1981年2月 、厚生大臣より社団法人として認可され

ました。その間、全国の会員は急速に増加 し、ほとんどの都道府県に 「地方

機関(支 部 ・支部準備会)」 が設立 され、組織といえるまでに成長 しました。

また、機関誌 「波」の.月刊での発行、各種 「集会」の開催、多彩な悩みへ

の助言等を中心に、さまざまな事業を全国的に展開しています。いつれの週

においても、いずこかで 「協会」主催の事業が実施されるまでになりました。

しか しながら、組織と事業の拡大は、さまざまな歪を生 じることがありま

す。また、以前から参加 している会員と、新 しく入会 した会員の間に、運動

の進め方について、期待と認識の差がおこる可能性があります。そのため、

私たちは常に、運動発足の原点を確認 し、共有することがきわめて大事です。

● 「基本理念」の確認の必要

私たちは活動の中で、しばしば 「てんかん制圧運動の理念(精 神 ・思想)」

という言葉を使います。例えば、 「そういうやり方は、てんかん制圧運動の

精神に反す。それは、やるべきではない。」というような形の表現です。そ

の意味で私たちの会は、かなり高い理念をもった団体だと自負 しています。

これは、運動を発足するにあたり、あるいは2っ の団体を統合する際の、

徹底的な討論の中から生み出された、基本的な合意です。誰が、なぜ、いつ、

何を、どのようにするか、という倫理的な意志一致であります。それゆえ、

「基本理念」と呼ぶべきものであり、運動発足の原点で もあります。 しか し

ながら、この点に関して私たちは、書かれ印刷されたものを通 して、十分に

理解 し確認 し合 ってきた、とは言い難いものがあります。
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●変えてはならないもの

この 「基本理念」は、運動発足時にあるいは統合時に、すべて明確に表現

された訳ではありません。その骨子は 「日本てんかん協会設立決議」(別 項

に所載)に 明記されていますが、多 くは中心的な活動家の間で確認され、運

動の中で肉付けされたものです。ある意味では、 「基本理念」そのものが発

展 したといえましょう。 しか し、大きく変え られたものはありません。

私たちはいつ も、運動を発展させるたあに、組織 ・事業の両面において、

根本から見直す姿勢を、保持 しなければなりません。必要があれば、軌道を

大幅に修正することもあるで しょう。 しか し、どのように見直しても、決 し

て変えてはならぬ もの、それが見失われたら、もはや 「てんかん制圧運動」

と呼べないものがあ ります。それが、 「基本理念」なのであります。
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1.「 てん かん」を対象 に した団体

てんかん制圧運動が始まった時には、障害種別の団体は、ほとんど出揃っ

ていました。そのため、 「てんかん」を掲げた独自の団体が出来ることに、

関係者の中にも疑問と抵抗がありました。 「精神病(障 害)の 一部ではない

か」 「精神薄弱(知 恵遅れ)に 附随する問題ではないか」という意見。 「障

害種別でな く、全障害を包括する運動へ進む必要がある。そういう意味で、

時代逆行である」という批判(正 論?)。 わが運動の発足時は、決 してすべ

てに祝福されたわけではあ りません。

このような中で私たちが、 「てんかん」の名称を高く掲げ、独自の団体を

発足させたのは、 「てんかん」には独自の問題(悩 み)が あり、それゆえ独

自の対応が必要である、と痛感 していたからです。(こ の認識の正 しさは、

「てんかんセンター」等の発展の中に確認す ることが出来ます)「てんかん」

の問題は、上記のような意見 ・批判によって常に無視され、制度の谷間に放

置されてきたのです。

● 「疾病」としてのてんかん

世界保健機構(WHO)の 定義と分類によると、てんかんはr神 経 ・感覚

器の疾患』であり、r慢 性の脳疾患』であります。そしてすべての問題は、

ここから出発するのです。てんかんは、 「脳神経の病気」なのです。

すると、医学的治療が必要になります し、可能でもあります。 「てんかん

は、治る」というのは、この意味で正 しいのです。私たちがまず初めに、そ

して最 も力を入れてきたのがr医 療』であったのは、ここに由来 します。そ

れはまた、 これか らも変わ らないで しょう。

また、てんかんの医療がきわめて専門的であるのは、病気の本態か らも当

然であり、独自の学会があることで も明白です。それゆえ、 「てんかん」の

一
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医療ネットワーク作 りは、地域医療とか らませなが らも、独自に進めなけれ

ばなりません。一般医療や精神科医療の充実だけでは、不十分なのです。

● 「障害」としてのてんかん

r慢性疾患』だということは、それだけでさまざまな悩みを生み出 します。

ましてや、てんかんの多 くは、発達が未熟な乳幼児期に発病 します。そ して

その部位(場 所)は 、脳であ ります。

どのように治療を して も、発作が抑制されない人がいます。知恵遅れや脳

性まひ、精神症状を もっ人がいます。私たちは、これ らの問題を「てんかん」

の立場か ら考えます。てんかんのある部分は、あるいはある側面は、単なる

「疾患」ではな く 「障害」としてとらえるべきです。それゆえ私たちは、て

んかんに対する障害者福祉対策を求あるのです。

そ して、てんかんに由来する 「障害」は、実に複雑で多様であります。 し

か し何が問題か、どのようにすれば良いかは、かなり具体的にはっきりして

きました。そのため 「障害」としての対策も、てんかん独自の対応が必要と

いうのが、私たちの運動の基本理念であります。

●他の疾患(障 害)と の連帯

てんかんが引き起こす症状は、人によって じっにさまざまであります。そ

れゆえ私たちの運動は、 「てんかん」という一点のみで共同 ・連帯するので

す。発作が抑制され何ら問題がない人 も、発作が頻発 し重い症状(障 害)に

悩む人も、対等 ・平等に考慮されなければなりません。

それはまた、他の疾患(障 害)と の連帯に繋 り、その視点抜 きには、複雑

で多面的な症状 ・障害から発生する、てんかん問題の解決に対応できません。

私たちはそのため、他の関係団体との連帯に、力を注いできたのです。

「てんかん」から出発 し、 「てんかん」にこだわり、 「てんかん」を堀下

げる私たちの運動は、必然的に 「(全)障 害者 リハ ビリテーション法」にた

どりっきます。それゆえ私たちは、 「てんかん」を対象にする団体、という

基本理念を守り、 「てんかん基本法」をそのステップとして展望するのです。



8

2.感 情 を共有 し、相互 に助 け合 う

私たちの多 くは、 「てんかん」と初めて宣告(診 断)さ れた時、大変なシ

ョックを覚え、それをす ぐに認めることはできません。そ して、その事実が

否定できないと分った時、深い孤独感に陥るのです。

なぜ私(私 の子ども)だ けが…。なぜこのような病気に…。もはや、他の

人とはく違う〉人生だ。誰 も、私の悩みは分るハズはない。発作のある私を、

発作のある子を もつ私を、人は避けるだろう……。奈落の底へ落ち込みます。

私たちの運動は、このような悲 しみと絶望、そ して何より孤独感から、私

たち自身を解き放つために始まりました。発足当初の標語である、r悩 んで

いるのは、あなただけではありません。』は、独りぽっちの 「私」への、仲

間としての呼びかけであり、励ましであったのです。

それゆえ私たちは、共感や思い遣りという感情 ・関係を大切にします。

●怒りを大切にする

相互の人間関係において、もっとも重要なことは、人の話をよく聞き、そ

の人の立場に立 って考えることです。そ して、私たちの話の多 くは、感情を

抜 きには聞けない場合がしば しばです。それは、私たち自身の共通の体験で

あり、それゆえ苦悩を共有するからです。

また、話の多 くは、心を穏やかでおれない、怒 りと憤りを抑えきれないも

のであります。その最たるものが、てんかんに対する偏見であり、てんかん

をもっ人々に対する不当な処遇、すなわちさまざまな差別であります。

私たちは、てんかんを理由にした差別は、決 して許さない、という方針を

守ってきました。わが仲間に加え られた差別に対 して、胸の内に覚える激 し

い怒りを大切にしてきました。その差別は、いつの日にか、わが身の上に降

りかかるものかもしないものです。
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悲 しみの共有は、怒 りの共有であり、闘いへの連帯で もあります。それは、

決 して同情ではない、まさに対等に共に進む者同士の友情であります。

●相互の思い遣り

しか し、友情で大切なことは、礼儀であります。「親 しき仲にも礼儀あり」

のたとえのとおり、仲が良いゆえの無遠慮は、同 じ立場ゆえの気楽さか ら来

る無神経さは、相互の信頼関係を壊わ している場合がしばしば見 られます。

たとえ本人同士 ・親同士 といえど、それぞれが異なった人生を送る者です。

考えや好みが異なるのは当然ですが、病状もさまざまであり、それゆえ抱え

ている悩みが異なることも、 しば しば起こることです。そのことに対する配

慮が欠けると、もはや友だちにはなれません。

それは、運動における役割や立場に対 して も同様です。会員の立場、役員

の立場。中央 ・地方の各 「機関」の相互の立場。さまざまな場面で、お互い

に思い遣りの気持ちを忘れたら、てんかん制圧運動はギスギスした感情ばか

りが支配する、不満分子の群れに陥って しまいます。

それゆえ、これは品性の問題であり、最 も本質的なことです。てんかん制

圧運動は、この人としての品位を大切にしてきました。

●一人は万人のために、万人は一人のために

このような感情と理念の共有は、共にこの社会に生き、てんかん制圧運動

を進ある連帯感であります。共に苦 しみ、共に悲 しみ、共に怒 る、という基

本姿勢です。 「自分だけが良ければ」という利己主義(エ ゴイズム)は 、て

んかんをもっ人々を始め、疾病 ・障害を もっ人々に、ハ ンディキャップ(社

会的不利)を 負わせている最大の原因です。 このような発想や行動こそ、私

たちが最 も批判 し、否定 しなければならないものです。

また、怒 りや憤 りの共有を、前向きの感情、すなわち愛情の共有に昇華す

ることが大事です。そこから始めて、真の友情が生れるのです。それは、会

員個人においても、また運動の内部において も、共に求あ られるべきもので

あります。一人の悩み、一機関の苦 しみを、共有 し支え合 うのです。
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るだけでな く、公平に他人の悩みも共有できるか。それが、本当に 「悩みを

大切にする」ということです。

3.悩 みを 「権利 」 と して考え る

単なる一つの疾患であるにもかかわらず、 「てんかん」はさまざまな悩み

を生みだします。それは、発作などの身体的 ・精神的なことから、教育 ・職

業そして偏見や差別の問題まで、 じっに多くそして多彩です。 「てんかんと

の闘い」とは、このような悩みを解消する各種の試みを指 します。

しかしなが ら私たちは、さまざまな悩みに直面すると、それを解決すべ く

奮闘する前に、それか ら目をそらしたり、別の問題にすり替えたりすること

があります。簡単にある種の結論を出したり、強気に振る舞ったりすること

もあります。あるいは、独り悩んだり、その責任をすべて自分一人で背負っ

て行こうとする人もいるで しょう。

私たちの 「てんかん制圧運動」は、悩みから出発するのです。私たちは、

悩みをもつ弱い人間であるということから、運動は始 まったのです。

●社会的な解決を

子どもが障害をもった時、親の多 くは自分のことを責めます。 「あの時、

ああすればよかった」とか、 「私がこうだから、病気になった」とか、自責

の念があたかも親の愛情であると思われるほどです。また、親や本人の多 く

は、我が身の不運を嘆いたりするものです。そこに、医療や援助とは決 して

言えない、何やらあや しげな 「教え」や誘惑が現われ、気分はますます混乱

し落ち込むのです。

私たちの運動は、このような自責の念や不遇の嘆きからの、早急な脱出を

目指 しています。このような中からは、悩みの本質的な解決はできない。悩

みは、個々人からの出発であったとしても、それは社会的に解決 しなければ

ならないのです。だからこそ、皆で集って、私たちの団体を作ったのです。

私たちは、社会の中で生 きています。決 して、一人で生きているわけでは

ないのです。

●悩みを大切にする

それぞれの、さまざまな悩みを、私たちは大切にしなければなりません。

それは、他人の悩みにいかに耳を傾けることが出来るか、ということで もあ

ります。てんかんを もつ本人や家族(す なわち当事者)は 、自分の悩みが最

大かつ最 も深刻だと思いがちです。極端な場合は、自分の悩みが 「てんかん

問題」のすべてだと思い込む人さえ現われます。これは、当事者を中心とし

た運動の弱さであります。

協会は、 「軽い(障 害をもつ)人 が中心だ」とする、重い障害をもつ人や

その家族からの批判。 「重い ・難治のことばかりで暗 くなる」という、軽い

人からの反発。 「子どもが主だ」 「大人のことばかり」等々、自分の悩みで

ないと他人ごと、という意見を良 く耳にします。これでは、困るのです。

いかに他の人の悩みに、耳を傾けることができるか。自分の悩みを主張す

●社会の援助を求める

社会的に解決するということは、社会の援助を求ある、ということです。

人として、市民 として、権利として、仲間として、私たちは社会の他の人々

に、積極的に援助を求あて行 きます。

これは、人としての権利意識に裏付けされたものであります。なぜな ら、

人は生まれながらにして、幸福に生 きる権利があるからです。社会は、すべ

ての人々の幸福を作 り・守る義務があります。てんかんをもっ人々が、その

権利をもっ一人であることは言 うまでもないことです。

と共に私たちは、その義務をもっ社会の一員で もあります。そのため、私

たちの社会への期待は決 して、一方的であったり、甘えに基づ く依存的なも

のであってはなりません。自分のできることは自分でやる、という当然 ・常

識的な発想と行動を基本にするからこそ、権利として要求できるのです。
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4.目 的で一・致 した開かれた市民 運動

5000人 を大きく越えた協会の会員は、さまざまな 「立場」の人によって構

成されています。そ して、その比率は全体として、発足時よりほとんど変わ

っていません。すなわち、大まかに5っ のグループに分け、多い順に羅列す

ると、家族(親 を中心)60%、 本人20%、 医師を除く専門職10%、 医師7%、

その他(友 人 ・ボランティア)3%、 となります。

私たちの会は、 「立場」の共通性によって結成された団体ではありません。

言い換えると、単なるr患 者会』やr親 の会』、あるいはr家 族会』とは規

定できない、ということです。それ らの要素(性 格)を すべて含みますが、

一つの概念で規定できる団体ではないのです。

すなわち、協会は 「立場」でなく、てんかん問題の社会的解決(て んかん

制圧)と いう、 「目的」で一致 した人々の集りです。日本てんかん学会が、

学術研究 という 「目的」で発足 し、 「立場」を問うていないのと同様です。

●会員平等の原則

協会の目的を理解 し、その趣旨に賛同する人は、誰で も、いっで も、どこ

に住んでいて も、一定の手続きを経れば、入会することができます。「趣旨」

とはこの 「基本理念」のことであり、 「手続き」とは所定の用紙(入 会申込

書)に よる入会の申請であり、入会金および会費の納入のことです。もちろ

ん、理事会の承認が必要です し、 「16歳以上であること」という年齢制限は

あります。 しかし、それだけです。

そして入会すれば、会の内部では、すなわち会員としては、 「立場」に関

係なくすべての人々が、平等の権利と義務をもちます。もちろん、その人の

性別、年齢、職業、宗教、思想、支持政党、学歴、国籍等々によっても、何

ら区別 ・差別されることはありません。それは、会費の額や役員への推薦、

T
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意見 ・主張の取 り上げなど、すべてにおいて言えることです。 「立場」の過

度の強調は、私たちの 「目的」を見失わせて しまいます。

●市民的原則を基本に

前身の2っ の団体が統合され、 「日本てんかん協会」として結成される時、

最大の課題の一つが、この 「立場」性か らの脱却、だ ったのです。それは、

ある 「立場」の強調による他の 「立場」の排除を、避けたかったか らです。

1981年の国際障害者年の、国連のr行 動計画』の中に、 「一部の人を排除

する社会は、弱 くて もろい社会である」という指摘があります。この視点か

ら考えれば、r一 部』だけで作った団体は、きわめて もろいのは当然です。

私たちは、強 く・したたかな運動を作ることが大切だ、と考えています。

それゆえ私たちは、市民運動としての 「市民」の原則を基本に してきま し

た。会その ものを、一っの 「社会」と考えるのです。社会の中にはいろんな

人がいて、人間として、市民としての権利 ・義務は平等です。

●常識ある活動

これ らのことを一言で表現すると、 「社会一般の常識に基いた活動」とい

えます。ある特定の集団において しか通用 しない、独特な言葉や論理 ・行動

ではな く、その時代 ・その地域と共通する考え ・行動を、基本にすえている

のです。すなわち、協会は、きわあて開かれた市民団体なのです。

そのたあ、 「会員」としての権利 ・義務ば平等としても、それぞれの立場、

年齢、地位、信条、思想等々のr違 い』は尊重され、それに応 じて対応され

ます。それが、 「一般社会の常識」というもので しょう。r違 い』があるか

ら愛 し合えるのは、そのr違 い』を正当に認め合えるか らです。私たちは、

憎 しみ(排 除 ・分断)で はな く愛(信 頼 ・団結)に よって運動を進あます。

私たちの会の歴史は 「統合」の歴史であり、 「分裂」と無縁であったのは、

このように常にr違 い』を大切に しなが らそれを乗 り越え、市民的常識で行

動 したか らだと考えています。私たちには、rて んかん制圧』という共通す

る、一つの大きな 「目的」があるのです。
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5.み ん なで進 あ るボ ラ ンテ ィア運動

協会の前身の一つ(小 児てんかんの子どもをもつ親の会)は 、親たちが中

心に作ったr親 の会』で した。わが子の将来を案 じ、ワラをも掴む思いで集

まった親たちが、力を合わせて運動を開始 したのです。その設立大会の席で、

自らも父親である、設立発起人会の代表が強調 したのが、 「私たちの会は、

ボランティア運動である」ということです。その時から、r親 こそ最大のボ

ランティア』というのが、私たちの運動の理念の一つで した。

前身の もう一つの団体(て んかんの患者を守る会)は 、出発当初か ら文字

通 りボランティア団体で した。特に専門医 ・専門職の、ボランタリーな活動

で発足 し、支えられていたのです。

会員が5000人 を大幅に越え、その80%が 当事者(60%強 が親を中心とした

家族、20%弱 が本人)で ある協会ですが、その変わ らぬ確認の一っが、r親

も本人も、医師も専門職も、みんなボランティア』ということです。

●自発性を出発点として

わが国には、 「役得」という言葉があります。ある役職につくと、その肩

書 ・立場で得をする、という意味です。 しかし、私たちの運動は、この 「役

得」とは全 く無縁の団体です。それどころか、何 らかの役職につ くと、時間

や労力だけでな く、金銭的な負担 も覚悟 しなければなりません。

運動へ駆り立てるのは、てんかん制圧への情熱だけです。それ以外に、私

たちを支えるものは何もありません。そのたあ、情熱が失せた時、役職にあ

る人はその立場を明け渡さなければなりません。情熱を失 った人が役職に留

まった時、その運動は確実に停滞 していきます。

すなわち、自らの責任 として、親 として、本人 として、医師として、専門

職として、何より人間としての責任で、人類の歴史に自らの生きた証を刻み

T

こむのが、私たちの運動なのです。私たちは、

参 じた志願兵(ボ ランティア)な のです。
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「てんかんとの闘い」に馳せ

●負担の原則

ボランティア運動の原則の一っは、 「費用の自己負担」ということです。

自らの信念でかかわるならば、必要な経費を自弁する、すなわち 「手弁当」

で参加す るのです。熱心に活動する人々は、さまざまな形で、出費が必要と

なって きます。それで も、報酬や謝金は、 もちろん支払われません。いわゆ

る飲み食いの類は、すべて自己負担とな っています。

これ らの原則は、学生や主婦などのボランティアにも適用されます。私た

ちの会は、多 くの人々の参加と協力によって、キャンプとかバザー等を行っ

ていますが、いわゆる金銭的謝礼は一切支払っていません。それどころか、

必要経費を支出いただいています。

このや り方に対 し、疑問や批判が毎年出されます。 しか し、これが本来の

ボランティア運動であり、私たちの運動の 「基本理念」の一っであります。

それゆえ、捨て去ることはできないのです。

● 「会員」のシステム

「みんなで進ある」運動の基本は、会員のシステムであります。私たちは

運動の出発に際 し、ともに考え、ともに悩み、共同で出資し、力を合わせて

進む、ということを確認 しま した。それが、 「会員」であると考えます。

私たちの運動には、中央 ・地方の両機関とも、 「顧問」とか 「相談役」と

いう、名誉職 ・指導者を置かないことに しています。それは、どのように高

名な人であって も、 「会員」として、同 じ立場でご参加いただきたい、とい

うことです。とともに、権威や権力に依存 しない運動でありたい、と考えた

か らです。 「指導する人、される人」の関係でな く、ともに進みたいのです。

そ して、依存 しない(す なわち、自立 した)運 動を支える最大の要素は、

活動資金の出所であります。協会は、それをr会 費』に置いてきました。私

たちの運動は、会員による会費によって支えられ、進められてきたのです。
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6.当 事者の利益を優先する社会団体

てんかん制圧運動は、 「てんかんをもつ本人 とその家族(当 事者)の たあ

の会」として発足 し、今 日まで進んできました。それは言い換えると、当事

者の利益を優先する運動を常に指向してきた、ということです。

協会のあらゆる活動 ・事業は、当事者の役に立たなければなりません。そ

れは、当事者の権利を徹底的に守る、ということにもっながります。 もちろ

ん、さまざまな立場の人との利害の調整は必要です。短絡的な独善や一方的

な決あ付けは、危険でもあります。 しか し、協会の発想 と行動は常に、当事

者の味方であることを大前提に しています。

また、行政施策や各種実践に対 しても私たちは、対人サービス(ヒ ューマ

ンサービス)の 消費者である当事者が、お客さん(ク ライエ ント)と して、

大事に扱われることを求めています。対人サービスは、職員ではなく当事者

のためにある、という常識を私たちは大切にし、その実現をめざしています。

●人間としての誇 り

これまでの歴史において当事者(特 に本人)は 、迫害や哀れみの 「対象」

でしかありませんで した。正常な社会からはみ出た、特異な存在であったの

です。私たちは、そのようなとらえ方 ・扱いを潔 しとしません。一人の人間

としての誇りと理性が、それを許さないのです。当事者は、当事者自身の歴

史において、 「主体」になるべきだ、と私たちは考えています。

「てんかん」があることは、可哀想なことで しょうか。何もできない存在

として、守ってもらわなければな らないので しょうか。多 くの場合、指導さ

れ保護 され助けられた当事者は、その裏返 しとして、要求や行動が制限され、

侮蔑される対象として、自らの身を低 くして生きることを求あられます。障

害者運動の中にあっては、自己の利益のみを主張する、依存的な存在です。

遭
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これ らの状況を、私たちは否定 します。当事者に必要なのは、自立 して生き

るための、 さまざまな機会の保障です。そして、それゆえの社会的援助です。

●当事者がまず働 く

「当事者の利益を優先する団体」とは、何より当事者自身の力によって運

営されなければな りません。そ して、組織を支える二っの力は、人 と財です。

私たちの会は、当初か ら当事者が中心に動いてきました。中央 ・地方の役

員の多 くは、自分自身が病気をもち、あるいは病気の子を抱える当事者であ

ります。自分の悩み ・問題を背負いなが ら、走り回ってきま した。本当に大

変なことです。 しか し、これは変 らないで しょうし、変えてはならないこと

です。とともに、専門職や医師 ・一般市民など、当事者以外の人々を排除す

ることではない、ということは前項において詳 しくご説明したとおりです。

活動資金 も同様です。協会は、会員の会費と寄付金を基本に活動 していま

す。そ して、会員の80%は 当事者であることも、前項でご説明 したとおりで

す。また、寄付金のほとんどが、当事者によるものです。とともに、各種の

助成金やさまざまな寄付金は、歓迎されこそ拒否されることはありません。

● 「運動」を中心に、各種の事業

私たちの会の性格は、基本的には 「運動団体」です。組織形態も財政基盤

も、そ して事業内容 も、そのようにできています。すなわち、皆で力を合わ

せて社会に訴え、てんかんにっいての社会の認識とシステムを変える、とい

うものです。わが協会は、障害者運動の団体といえるのです。そのたあ、社

会にアピールする行動を、もっともっと強めねばなりません。そして、要望

の実現を果たす中で、自分 と人 と社会を変えて行かなければなりません。

それ と同時にわが協会は、 「啓発」団体であり、 「事業」団体で もありま

す。単に社会に訴えるのみでなく、知識の普及啓蒙、療育指導そ して調査研

究のたあに、さまざまな事業を実施 しています。これか らは、この面をさら

に充実する必要があります。 しか し、これ らの事業はすべて、当事者の利益

のために必要であるか ら実施されるのであり、そのニーズの把握が大切です。
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があります。その視点から、すべての現象を判断することが重要です。その

ために、理論と組織を、なかんずく財政基盤を、自前で作るのです。

7.特 定 の団体 ・機関な どか らの 自立

協会の会員は、さまざまな思想 ・信条の人によって構成されています。ま

た、協会を取 り巻 く人々の中には、いろんな考えがあります し、時には利害

が絡みます。私たちは、運動発足の時点で、すぐその問題に直面 しました。

前に書きましたように、私たちの会は 〔運動」が中心の団体であります。

社会運動(ソ ーシャルアクション)を 行なう団体なのです。言い換えると、

てんかん問題の社会的解決を願 うわけですから、政治や社会の動きとの関係

を抜きに進あられません。そのため、 うっかりすると社会の動きその ものに

巻き込まれ、社会の中の対立や争いが、そのまま持込まれる恐れがあります。

運動が発足した頃は、各種の社会運動が華やかな時代でした。それゆえ私

たちは、各種のモデル(前 例)を 参考 にすることができました。その中でと

くに学んだことは、会の内部での無意味な対立を、いかに回避するかという

ことです。その確認の一っが、特定の団体や機関などか らの自立であります。

●自由な発想

「主体性の確立」とは、てんかん制圧運動としての、自主 ・自立的な発想

と行動を保障する、各種基盤を固めることです。まさに、新たな思想の創設

であり、斬新な組織の確立であります。個人は、さまざまな考えをもちます

し、会として決定したことが、結果として特定の団体 ・機関の方針と同 じ、

ということもあるかもしれません。大事なことは、外部の利害や思惑によっ

て動かされることがない、ある前提をもって論議 しない、ということです。

不純物のない鉄は、もろいといわれています。何枚 も異なる材質の木が重

なり、組み合わせた 「合板」こそ、私たちが理想とするものです。そのたあ

には、上部からの一方的な指示は、発令されて もならず、会員において期待

されて もなりません。

「立場」はもちろん、いろんな面で異なった者が、自らの責任をもとに、

自由に考え、発言することが、またそれを保障することが、運動の発展を作

り出していくのです。

●運動の主体性

「団体 ・機関」とは、あ らゆるものを指 します。すなわち、政治 ・行政 ・

宗教の団体 ・機関、障害者等の各種運動団体、企業、医療 ・福祉 ・教育等の

各機関。それらのすべてと、一定程度の距離を保 って付 き合 っていく、癒着

もせず敵対 もしない、組織としての知的な付 き合いをする、というものです。

問題が出て くるお付き合いは、初めから別の意図が見え見えの場合は論外

として も、団体の目的が混乱 した時に発生 します。混乱は、会に力量がない

時、とくに理念 ・理論があいまいであったり、組織 ・財源が脆弱であった時

に起こります。すなわち、会としての主体性が未確立であれば、外部の勢力

に依存せざるを得ず、その影響を排除できないのです。

「てんかん制圧」という一致点で、私たちは運動の主体性を確立す る必要

●社会的連帯

私たちは、ただただ穏やかな運営を願い、孤高を保 とうとしている訳では

ありません。相互批判は、厳 しいものがあります。 しかしそれは、事実に基

づかない中傷や、自らの立場を明かさない陰口、 自分のことは棚に上げた非

難であってはなりません。何より、相手の立場や考え ・感性を尊重 した もの

でなければなりません。

独善的なひとりよがりではなく、社会の中での理解と協力を求め、連帯と

共動を指向す るのが、私たちの運動です。それゆえに、常に自らの身を自由

にする必要がある、どちらかの側(サ イ ド)に 身を寄せてはいけない、と考

えるのです。 自分の発想と行動を拘束する、 「主人」をもたないというのが、

てんかん制圧運動です。
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8.科 学的な方法の尊重 と国際性

障害者運動は社会運動の一種であるたあ、時には政治的な判断や行動を求

められることがあります。すなわち、ある目的のために、決断 したり、アピ

ール したり、会の内外に働きかける必要が起こってきます。

しか し、気を付けるべきは、不誠実な宣伝技術です。各種の集会の参加者

や、ひどい時には会員の数が、事実と異なって発表される場合があります。

単なる景気付けならばともか く、別の意図であるとしたら問題です。

数字(デ ータ)が 、いいかげんに、時には明かに歪められて使われること

が、世の中でしばしば見かけられます。恐ろしいことは、目的のためには、

それを当然、あるいはささいなこととする風潮です。ひどい場合は、必要悪

だと居直 り、政治技術の一つだと自慢する人さえいます。

このようなや り方は、運動の政治的引き回 しであり、私たちは拒否 します。

ウソで作 られた熱気は、必ず冷え切り、運動は壊滅 します。
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そ れ で も、'いやそれゆえに、私 たちの運動 は、弱 さ一杯、問題一杯ですが、.

確 実に前進 して きた もの と思 います。

●定義と論理

私たちの運動は、やたら理屈っぽい、という批判があります。書生の議論

であるとか、インテ リの観念論だと陰口を叩かれたこともあります。た しか

に、 「理論は後から荷馬車に乗ってやって くる」式の、論理をまった く無視

して発想 ・行動する人には、評判は良 くないで しょう。

しかし、 「てんかん」の問題は、かなりの知識と理論をもたないと、正 し

くは理解できないのです。これまで、きちんと理論的に考察されなかったか

ら、てんかんは嫌われ、怖がられ、排除されたのではないでしょうか。世界

保健機構(WHO)のr国 際定義』は、てんかんの複雑さを如実に示 していま

す。これを十分に理解するには、私たちは学習が欠かせません。

そして私たちは、 「てんかん」を理解 し語る時、このr国 際定義』を基本

にします。また、てんかんの病型やてんかん発作の分類 も、国際坑てんかん連

盟(ILAE)に よるr国 際分類』に基準をおきます。それゆえ、いかがわ しい

「治療法」を、ニセの有害なものとして排除するのです。

●事実からの出発

私たちの運動は、 「てんかん」という事実から、それを認めるところから

出発 しました。たとえそれが、悲 しいことであっても、その事実から目をそ

らし、逃げるのではなく、それと向き合 うことで、私たちは自らの人間とし

ての誇 りを保ち、それゆえにてんかん制圧運動を作り、進めてこれたのです。

運動の進め方において も、この姿勢は保たれます。事実を認め、事実で語

る。たとえそれが、自分に不利な場合で も、データを歪めてはなりません。

そのたあに、私たちはまず、事実を知る(デ ータを得る)努 力を してきま

した。そして、その情報を整理 し、必要に応 じて公表 してきたのです。また、

財政を初あとした自らの弱点を、指導力の弱 さを、さまざまな失敗や誤 りを、

事実として認あ、明 らかにして きました。

●国際的なセンス

事実に反することは、意図的でなくとも起こります。いわゆる思い込みで

あり、独善です。これらを排除するには、いかに社会一般で通用するか、と

くにどの国でも通用するかどうかを、目安にすることが必要です。すなわち、

国際的なセンスの中で、検証を図ることです。

また、国際化社会の中にあって、世界の仲間と連携をすることは、きわめ

て重要です。協会は、当初からこの 「国際交流」の重要性を確認 してきまし

た。国際てんかん協会(IBE)を 通 じ、多 くのことを学ぶとともに、海外に居

住する日本人の援助もやってきました。 これからは、IBEの 「日本支部」と

して、国際社会への貢献を考えなければなりません。とくに、アジア地区に

おけるネッ トワークを作り上げるために、私たちの役割と責任は重要です。
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9.民 主主義 の原則 に もとつ く運 営

私たちの会は、 「てんかん制圧」という共通の目的とはいえ、全 くの他人

同士が集まって作 った団体です。 また、会員の数 も増え、歴史 も長 くなって

きました。そうなると、運営の方法や考え方で、意見が分かれることがあっ

て も不思議ではありません。そうなると、その調整が必要になってきます。

一人一人が、勝手に動いたら、団体は成 り立ちません。また、 リーダーが

独善的に引っ張った ら、混乱 します。そこには、自らルールが必要でありま

す。私たちはそれを、民主主義の原則に求めています。

しか し、 「民主主義(あ るいは、民主的)」 という言葉の意味は、きわめ

てあいまいに使われています。中には、都合に合わせて解釈する人もいます。

そこで私たちはここで、幾つかの確認をすることが不可欠です。

一っは
、公開性であり、もう一つは相互批判の尊重です。これらは、別途

に述べています。ここでは、その他の三つを確認 します。

●大事なことは会議で決定

私たちの会は、5000人 を大幅に越す会員と、ほとんどの都道府県に 「地方

機関」を要する、全国規模の団体です。 もはや 「グループ」ではなく、 「組

織」といえるものです。そのため、幾つかのルールを決めています。

ルールは、 「規則」として書かれ、定め られたものが中心ですが、役員会

などの会議の決議(決 定)も 、これ らに準 じます。会の運営にあたって私た

ちは、これらのルールに即 して進めなければなりません。

またルールは、一般の会員の行動制限以上に、 リーダー(役 員)の 行動を

制限するものです。 リーダーの勝手な行動は、独裁の基礎になります。その

たあ、どの事項はどこで、誰が決めるべきかが、明確にされています。

重要な事項は、総会や役員会(理 事会 ・世話人会)と いう 「会議」で討議

「一
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され、決定 されなければなりません。会長(代 表)や 事務局長といえども、

一人で勝手に決めてはならないのです
。

●書いたものを重視

会議を重視する私たちの会は、会の方針や重要事項は、各種会議(機 関)

で決定 します。そのたあ、会員や 「地方機関」などの意見は、該当する機関

に向けられなければなりません。 このことが、十分に理解されない、あるい

は誤解 されて、 「官僚的だ」という批判は、困 って しまいます。

機関に意見を反映させるには、それを複数の人に、正 しく伝えなければな

りません。そのため私たちは、必ず書かれたもの(文 書)で お願い していま

す。これは、公開性 ・科学性(事 実の重視)、 相互批判の尊重、という意味

か らも、きわあて重要なことだと考えています。

もちろん、電話や口頭での意見でも、十分に表明することは保障されてい

ます。 しか し、保存や事実確認あるいは伝達という点では、書かれたものに

比べて弱点が有ります。そのため、趣旨が きちんと伝わ らなかったり、誤解

を招くことも避けられません。

●意見の主を明確にする

事実にもとつかない非難や、ためにする中傷は、例外な く自分の氏名を隠

してなされます。また、自分の意見として表明せず、あたかも他人の意見と

して、それ も誰か分か らない形で出すやり方が、 しば しばなされます。

これ らは、意見の主に対する説明や反論を不可能にし、相互批判の原則を

否定 した、きわめて卑怯で非民主的なものです。それゆえ、誰のものともハ

ッキ リしない(匿 名性の)意 見は無視するというのが、民主的な運営である

と考えています。

「私の意見では……」 「私は、こう思います」という、主体がはっきりし

た(氏 名が明記 された)意 見は、たとえそれが、どんなに厳 しい批判であっ

ても、役員会(理 事会 ・世話人会)や 機関誌 ・紙で取 り上げられ、討論にか

けられます。そして、正当なものは、当然採用されるのです。
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10.相 互 に信 頼 し、 楽 し く活動 す る

てんかんに限らず、疾病 ・障害の問題は、っらく厳 しいものです。それゆ

えに、それを解決するたあに運動を起 こすのですが、そのっ らさ ・厳 しさゆ

えに、活動が暗 くなったり、団体の内部でギクシャクすることが しばしばで

す。とくに、本人や家族という当事者が中心の会で、真面目に取組む団体ほ

ど、この傾向に陥 りやすいようです。私たちの会 も、その点では十分に危険

性があります。

苦 しい現実に、気分が暗 くなります。それが遅々として解決 しないことに、

苛立ちを禁 じえません。その気持が、運動全体の雰囲気を支配 し、活動の進

め方などの意見の相違で、対立として表面化する場合があるのです。そうな

ると、会はクラ～クなります。てんかんゆえの暗さに加え、このような暗さ

は、もはや救いようがありまん。

私たちは、ネアカな運動を指向します。

●公開の原則

アカルイ運動を進あるうえで、もっとも大切なことは、会員相互の信頼関

係です。互いが信 じあうことができないほど、っらく悲 しいことはありませ

ん。そして多くの場合それは、情報不足や誤 った情報から発生 します。

私たちの会は、徹底 して情報を公開してきました。事業計画 ・報告、予算

・決算、総会 ・理事会での討議、 「中央機関(本 部)」 と 「地方機関(支 部

・準備会)」 との間の討議、会員の各機関への意見、相互の討議等々、さま

ざまな場面や レベルでの情報を、出来るかぎり公開 してきました。 「隠 し事

のない運動」こそ、私たちが念頭においてきた ものです。

そのために活動は、誰に見 られて も疑問の余地のないよう、清 らかに進め

なければなりません。また情報は、常に整理 しておかねばなりません。協会

一
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の会計帳簿の厳密 さと、公認会計士による毎年の監査の徹底は、この最たる

ものであります。そしてこれは、 「地方機関」において もいえることです。

●未来に対する確信

アカルイ運動には、組織 ・運営上のオープンさとともに、理論的 ・意識的

なレベルでの明るさが不可欠です。すなわち、物事に対する捕え方、それに

対応する姿勢の問題です。

私たちは、社会の未来に対 し、歴史の前進に対 し、そして何より私たちの

運動の力に対 し、楽天的ともいえる確信を もっています。裏返せば、確信が

もてなくなった時は、運動を続けることは不可能なのです。

世の中は、段々と良 くなって行く。いや、私たちの力で、良くすることが

出来る。それに賭けてみよう、と思うか らこそ、発作に苦 しみながらも、遅

々として変らぬ現状の中にあっても、私たちはてんかん制圧運動を進める、

それも楽 しく進めることが出来るのです。

●生きている実感

そ してもっとも大切なことは、てんかんをもっていても、楽 しく生きてい

る、という実感をもてる活動をすることです。 「楽しくなければテレビじゃ

ない」という宣伝文句がありましたが、楽しくない運動なんて、てんかん制

圧運動 とは無縁です。

参加する度にウキウキする、思い出しても楽しくなる。そのような活動を、

私たちは作り出さねばなりません。 しかし、楽 しさの種類は人によっても異

なります。役員だけにまかしていて も、限りがあります。それぞれが、それ

ぞれの楽しさを持ち寄 って、ワイワイガヤガヤと、ネアカもネクラも集り騒

いで、進めて行きたいものです。

「てんかん」というわずかな一致点で、人生の大きな一致点を見出 し、と

もに生きてる実感を見い出せる。そんな運動 ・会が、相互の信頼で進められ

るてんかん制圧運動、すなわち私たちの運動であります。r基 本理念」の最

大の ものは、明るさと充実の哲学です。
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日本てんかん協会(別 名/波 の会)設 立決議

てんかんは、歴史が始まって以来、人類を永 く苦 しめてきた病気であるに

もかかわ らず、数千年間にわたって、科学的解明が十分でなかったために、

古今東西を問わず、因習の間にただよってきた。

今世紀になって、この病気の本態が急速に解明されるにつれて、てんかん

に悩む人々が、正常の生活をお くれるような状況が生まれてきた。 しか し、

てんかんの医学上の進歩にくらべると、社会の対応が著 しく遅れていたたあ、

未だ多 くの人々が、社会か ら排除されている。

このような見地か ら、てんかんに悩む人々がもつ問題は、医療の問題 とし

てのみならず、社会的な処遇の問題として認識されるに至 り、ヨーロッパ、

アメリカ、アジア、環太平洋の国々では、てんかんに悩む人々の社会参加を

促す運動が、数十年にわたって行われてきた。そのような理念を全世界に拡

げるために、 「国際てんかん協会(lnternationalBureauforEpilepsy)」

という組織が結成され、活発な活動を展開している。

日本において も、てんかんに悩む人々は、適切な医療はもとより、教育 ・

職業 ・結婚 ・出産といった人間的機会の制限を受け、社会の一員として、生

きて行 く権利を奪われてきた。このような現状を打開するたあ、1973年 に、

「小児てんかんの子どもをもつ親の会」および 「てんかんの患者を守 る会」

が、あいっいで結成 され、てんかんに悩む人々と、その家族の苦 しみを少 し

でもとりのぞくための努力が行われてきた。

これらの二っの団体は、てんかんに悩む人々が抱えている問題が、重い知

恵遅れや難治の発作に悩む人々から、脳障害 もなく発作 もほとんどみ られな

い人々に至るまで、また乳幼児か ら、青年、成人、老人に至るまでの、幅広

い内容の複雑な ものであることを認φ、その解決にあたっては、科学の一層

の進歩、行政上の確立、経済活動の中に、会員の参加等が、ともに不可欠で

あることを痛感 した。

7
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てんかんに悩む人々の、医療、教育、福祉を一層向上させるためには、て

んかんに悩む本人たちと、その親、医師のみならず、医療技術者、教師、お

よび雇用者をふ くむすべての市民の協力と、援助とならんで 「国際てんかん

協会」日本支部として、国際的連帯に立った運動を推進する必要を痛感 した

ので、あらゆる職種、あらゆる年齢層、あらゆる地域の市民が、すべて平等

の立場に立ち、科学的な方法と、民主主義の原則にもとつ く、強力な団体を

設立することを決意 した。

我々は、ここに表明された目的と趣旨に賛同し、てんかんというこの病気

に苦 しあられている人々のために、援助と協力と支持を申し出る、いかなる

市民を も歓迎する。

我々は、この新 しい団体が、法の保護を受けるに必要に して十分なる条件

を、できる限り速やかに、整えるように努力する。

我々は、新たな協力者、援助者、支持者とともに、てんかんに苦 しめられ

ている人々のための新たな機関、 「日本てんかん協会(別 名/波 の会)」 の

設立を、ここに厳かに決議する。

昭和51年10月24日

日本てんかん協会(別 名/波 の会)設 立大会
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社団法人日本てんかん協会設立趣意書

現在我が国には、乳児から老人まで50万 人から100万人のてんかんの患者が

いると推定される。また、てんかんに対する社会の誤解と偏見は今だに根強

く、時には不当な扱いとなって患者や家族を苦 しめている。

外国においてもてんかん対策が重要な問題となっており、各国にてんかん

協会が組織され、1961年 には国際てんかん協会 も設立された。

我が国においては、昭和48年 に 「小児てんかんの子どもをもつ親の会」と

「てんかんの患者を守る会」が相次いで設立され、昭和51年10月 、この両者

が統合されて、日本てんかん協会となり、国際てんかん協会の日本支部とし

て今日に至っている。

近年、医学の急速な進歩によって、てんかんが単独疾病概念として明確に

なるなどの成果があがっているものの、てんかんに悩む人々は膨大な数に上

り、また、てんかんの症状が多様であるとともにその原因、治療方法等につ

いてさらに調査研究が必要であることなどから、今後のてんかん対策の発展

は社会的に重要なものとなってきている。

以上のような情勢にかんがみ、日本てんかん協会は、てんかんに関す る調

査研究、正 しい知識の普及啓蒙、てんかんに悩む人々の療育指導等をさらに

促進 し、その社会的公益的責務を十分に果すべく、 「社団法人 日本てんかん

協会」として強化再出発せんとするものである。

(昭和55年6月25日)
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第1章 総

社団法人日本てんかん協会定款

」1貝

(名 称)

第1条 この法人は、社団法人 日本てんかん協会 と

いう。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都新宿区西早稲

田二丁目2番8号 社会福祉法人全国心身障害児

福祉財団内 におく。

(目 的)

第3条 この法人は、てんかんに関す る正 しい知識

の普及啓蒙、てんかんの患者及びその家族の療育

指導、てんかんに関する調査研究等 を行 うことに

よって、てんかんの患者及び家族の福祉の増進に

寄与す ることを目的とする。

(事 業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、

次の事業を行う。

tl}て んかんに関する正 しい知識の普及啓蒙

{2}て んかんの患者及び家族 に対する療育指導

(3}て んかんに関する調査 ・研究

(4)そ の他 目的 達成のために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)

第5条 この法人の会員は、次の2種 類 とする。

(1)正 会 員一 この法人の目的を理解 し賛同して

入会 した個人。

{2}賛 助会員一この法人の目的及び事業を賛助す

るために入会 した個人及び団体。

(会 費)

第6条 会員は、総会において別に定める会費を納

入しなければ ならない。

(入 会)

第7条 会員となるには、所定の手続 きにより申込

みをし、理事会の承認を得るものとする。

(退 会)

第8条 会員は、退会 しようとするときは、会長に

届け出なければならない。

2.会 員が死亡 したとき、解散 したとき又は会費

を1年 以上納入 しないときは、退会 したもの とみ

なす。

(除 名)

第9条 会員が、この法人の名誉 をき損 し、又はこ

の定款に反す るような行為のあったときは、総会

において出席総正会員の4分 の3以 上の議決によ

り、これを除名することができる。

(拠出金の不返還)

第10条 退会 し、又は除名された会員が既に納入 し

た会費その他の拠出金品は、返還 しない。

第3章 役 員

(種別及び選任)

第11条 この法人 に、次の役員をおく。

(1}会 長

(2)副 会 長

(3)常 務理 事

(4)理 事

(5)監 事

2.役 員 は、総 会 に おい て選任 す る。

3.理 事及 び監 事 は、 相互 に兼 ね るこ とが で きな

いo

(職 務)

第12条 会 長は 、 この法 人 を代表 し、会務 を総 括 す

る。

2.

1人

2人

1人

17人以上19人 以内(会 長 ・副会

長及び常務理事 を含む。)

2人

副 会 長は 、会 長 を補佐 し、会 長 に事故 が あ る

と き又は 会長 が 欠け た と きは 、 あ らか じめ 決め ら

れた順 に もとづ きその職 務 を代行 す る。

3.理 事 は、 理事 会 を構 成 し、会 務の 執行 を決 定

す る。

4.常 務 理事 は 、常 務 を処理 す る。

5.監 事 は 、民 法第59条 の職 務 を行 う。

(任 期)

第13条 役員 の任期 は、2年 とす る。 ただ し、補 欠

役 員の 任期 は、 前任 者 の残 任期 開 とす る。

2.役 員は 、再 任 され る こと がで き る。

3.役 員 は、辞 任 した場 合 又は 任期 満 了の場 合 に

おいて も、後任 者 が就 任す るまで は、 その職 務 を

行 わ なけ れば な らな い。

(解 任)

第14条 役 員 に、役 員 と してふ さ わ しくな い行為 が
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あ った と きは、総 会 の議 決 に よ り解 任 す るこ とが

で き る。

第4章 会 議

(種 別)

第15条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種

とし、総会は通常総会及び臨時総会 とする。

(構 成)

第16条 総会は、正会員をもって構成する。

2.理 事会は、理事 をもって構成する。

(権 能)

第17条 総会は、 この定款に別に規定するもののほ

か、次の事項 を議決する。

t1)事 業計画の決定

{2}事 業報告の承認

{3[そ の他この法人の運営に関する重要な事項

2.理 事会は、この定款に別に規定するもののほ

か、次の事項 を議決する。

(1)総 会の議決 した事項の執行に関すること。

{2)総 会に付議すべ き事項。

{3}そ の他総会の議決を要 しない会務の執行に関

する事項。

(開 催)

第18条 通常総会は、毎年4月 に開催する。

2.臨 時総会は、理事会が必要 と認めたとき、又

は総正会員の5分 の1以 上若しくは監事 から会議

の目的たる事項 を示 して請求があったとき開催す

る。

3.理 事会は、会長が必要 と認めたとき、又は理

事の2分 の1以 上か ら会議の目的たる事項を示 し

て請求があった とき開催する。

(招 集)

第19条 会議は、会長が招集す る。

2.会 議 を招集するには、会議を構成す る正会員

又は理事に対 し、会議の目的たる事項及びその内

容並びに日時、場所を示 して、開会の日の7日 前

までに文書をもって通知 しなければならない。た

だし、緊急やむを得ない理由のある場合はこの限

りでない。

(議 長)

第20条 議会の議長は、その総会において、出席正

会員のなかから選任する。

2.理 事会の議長は、会長がこれに当た る。

(定足数)

第21条 会議は、総会においては正会員、理事会に

おいては理事の過半数の出席がなければこれを開

くことができない。

(議 決)

第22条 総 会の議事は、この定款に別に定め るもの

のほか、出席正会員の過半数の同意をもって決 し

可否同数のときは議長の決するところによる。

2,理 事会の議事は、出席理事の過半数の同意 を

もって決する。

(書面表決等)

第23条 やむをえない理由のため会議 に出席できな

い正会員又は理事は、あらかじめ通知 された事項

について、書面 をもって表決し、又は他の構成員

を代理人として表決 を委任することができる。こ

の場合、前2条 の規定の適用については、会議に

出席 したものとみなす。

(議事録〉

第24条 会議の議事 については、次の事項 を記載 し

た議事録 を作成 しなければならない。

tl)会 議の日時及び場所

(2)会 員又は理事の現在数

〔3}会 議 に出席 した正会員の数又は理事の氏名

(書面表決者及び表決委任者 を含む。)

〔4)言義1央事∫頁

{5}議 事の経過及び要領並 びに発言者の発言要旨

{6〕 議事録署名人の選任に関する事項

2.議 事録には、議長及び出席 した正会員又は理

事のなかから、その会議において選出 された議事

録署名人2人 以上が署名 しなければならない。

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第25条 この法人の資産は、次に掲げるものをもっ

て構成す る。

tl〕 会 費

(2)寄 附金品

〔3[事 業に伴 う収入

{4)資 産より生ず る収人

{5)そ の他の収入

(資産の管理)

第26条 資産は、会長が管理 し、その方法は理事会

の議決により定め る。

(経費の支弁)

第27条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第28条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会

7

,

の議決により定め、収支決算は、年度終了後1ヶ

月以内にその年度末の財産目録 とともに監事の監

査をへて総会の承認 を得なければならない。

(暫定 予算〉

第29条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理

由により収支r・算が成立 しないときは、通常総会

のHま で前年度の1つ算 を執行する。

2.前 項の収人支出は、あらたに成立 した予算の

収入支出とみなす。

(会計年度)

第30条 この法人の会計年度は、毎年4F]1日 に始

まり、翌年3月3111に 糸冬る。

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第31条 この定款は、総会において総正会員の4分

の3以 上の同意 を経て、厚生大臣の認可を得なけ

れば変更することがで きない。

(解散及び残余財産の処分)

第32条 この法入は、民法第68条 第1項 第2号 から

第4号 まで及び第2項 の規定 によ り解散する。

2.総 会の議決に基づいて解散する場合は、総正

会員の4分 の3以liの 同意 を得なければならない。

3.解 散後の残余財産は、総会の議決を経、厚生

大臣の認可を得てこの法人と類似の目的 をもつ団

体に寄附するものとする。

第7章 事 務 局
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(事務局)

第33条 この法人に重務局をおく。

2.事 務局に事務局長及びその他の職員をおく。

3.職 員は、会長 が任免する。

4.前3項 に規定す るもののほか、事務局及び職

員に関 し必要な事項は、理事会の承認 を経て、会

長が定め る。

第8章 雑 U貝

(委 任)

第34条 この定款の施行にっいて必要な事項は、理

事会の議決 を経て別に定 める。

附 り貝

1.こ の法人の設立当初の役員は、第ll条 第2項 の

規定 にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、

その任期は、第13条 第1項 の規定にかかわらず、

昭和57年3月31日 までとする。

2.こ の法人の設立初年度の事業計画及び収支予算

は、第17条 第1項 第1号 及び第2項 第2号 並びに

第28条の規定 にかかわらず、設立総会の定めると

ころによる。

3.こ の法人の設立当初の会計年度は、第29条の規

定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和56

年3月31日 までとする。

(昭和56年2月4日 厚生大臣認可)

(昭和56年9月ll日 一部改正)

(昭和63年6月3日 一部改正)
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